
千葉市公告第２９７号

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定により、都市公園の供

用を開始するに当たり、次のとおり公告します。

　なお、その関係図書は、千葉市都市局公園緑地部公園管理課において公告日から

２週間、一般の縦覧に供します。

　　令和５年３月３１日

名称 位置 供用開始の期日

高品ふたご公園 若葉区高品町６３０番２２外 公告日

土気第５公園 緑区土気町１６５０番３４外 公告日

たかだの森GT公園 緑区高田町４０１番３０６ 公告日

小倉町北公園 若葉区小倉町１３１１番３１ 公告日

小おいはま公園 中央区生実町１８０８番８ 公告日

園生南第３公園 稲毛区園生町１００２番７２ 公告日

大森第２公園 中央区大森町５２７番１７外 公告日

千葉市長　神　谷　俊　一


